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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　国際協力事業団は、平成11年３月に締結された討議議事録（R／D）に基づいて、タイ王国の畜産

振興に必要な良質粗飼料確保に寄与することを目的としたプロジェクト方式技術協力「東北タイ牧

草種子生産開発計画」を平成11年８月14日から５年間の予定で実施しています。

　このたび、プロジェクト協力開始後３年目にあたり、事業の進捗状況及び現状を把握するとと

もに、相手国プロジェクト関係者及び派遣専門家に適切な指導と助言を行うことを目的として、

当事業団は、平成14年３月10日から３月21日まで、当事業団農業開発協力部畜産園芸課課長　丹

羽憲昭を団長とする運営指導（中間評価）調査団を現地に派遣し、タイ王国側評価チームと合同で

中間評価を行いました。

　本報告書は、同調査団によるタイ王国政府関係者との協議並びに調査・評価結果を取りまとめ

たものであり、本プロジェクト及び関連する国際協力の推進に活用されることを願うものです。

　終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表しま

す。

　平成14年４月
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第第第第第１１１１１章章章章章　　　　　運運運運運営営営営営指指指指指導導導導導（（（（（中中中中中間間間間間評評評評評価価価価価）））））調調調調調査査査査査団団団団団ののののの派派派派派遣遣遣遣遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

（１） 経　緯

　タイ王国（以下、「タイ」と記す）では、主要農作物（コメ・キャッサバ）の国際価格低迷に伴

い、牛乳、乳製品、牛肉など、国内消費の伸びの著しい畜産物の生産拡大と生産コストの引き

下げが計画されている。

　タイ政府は家畜の飼育頭数増加に見合った飼料生産の増強と畜産物生産に係るコスト低減の

重要性を認識しており、この活動の一環として、東北タイのコンケン地域では、1975年から

農業・協同組合省畜産振興局（DLD）による農家の牧草種子生産が実施されている。タイの牧

草種子は97％が同地域で生産されており、牧草種子生産は従来の稲作より収益性が高いため、

農家でも牧草種子の生産拡大が望まれている。

　しかしながら、現在の牧草種子生産は、①栽培されている牧草の種類・品種が限られてい

る、②牧草の栽培・管理及び種子の収穫・調整技術の水準が低い、③牧草種子の品質保障制度

がなく、品質の改善が遅れている、④牧草種子のマーケットが限定されている等の問題を抱え

ている。

　このため、タイ政府は、東北タイ農民の所得向上と雇用機会の拡大をめざし、牧草種子生産

及び利用技術を改善するための技術協力を我が国に要請してきた。

　こうした背景を踏まえて、国際協力事業団は1999年３月、実施協議調査団を派遣して討議

議事録（Record of Discussions：R／D）等の署名を取り交わし、1999年８月14日から５年間に

わたるプロジェクト方式技術協力「東北タイ牧草種子生産開発計画」を開始した。その後、2000

年６月に運営指導調査団が派遣されプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design

Matrix：PDM）及び活動計画（Plan of Operation：PO）が策定された。

（２） 目　的

　協力開始３年目にあたり派遣される本調査団は、プロジェクト開始から現在までの進捗状況

を把握し、日本・タイ双方で、R／D、PDM、POに基づき、評価５項目（妥当性、有効性、効

率性、インパクト、自立発展性）の観点から合同評価し、残りのプロジェクト期間内で行う課

題、計画及び達成予測についてプロジェクト側と協議し、R／Dの範囲内で計画見直しを行

う。

　また、プロジェクト実施運営上の問題点及び自立発展性を確保するための対応策を検討し、

両国関係機関に対して報告・提言する。
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１－２　調査団の構成

１－３　調査日程

　調査期間：2002年３月10日（日）～2002年３月21日（木）12日間

担当分野 氏　　名 所　　　　　属
団長／総括／事業評価 丹羽　憲昭 国際協力事業団農業開発協力部　畜産園芸課長

牧草選抜 門馬　榮秀
独立行政法人農業技術研究機構畜産草地研究所
飼料作物開発部上席研究官

飼料生産利用 林　　稔久
独立行政法人家畜改良センター熊本牧場
業務課種子検定係長

計画評価 晋川　　眞 国際協力事業団農業開発協力部　畜産園芸課職員

日順 月　日 曜日 訪　　問　　先 宿泊地
１ ３月10日 日 成田発（10：30）－バンコク（15：30） バンコク
２ ３月11日 月 JICA事務所打合せ

総理府技術経済協力局（DTEC）表敬・協議
農業・協同組合省畜産振興局（DLD）表敬・協議
専門家との協議

バンコク

３ ３月12日 火 移動（バンコク－コンケン）10：30－11：25（TG042）
コンケン家畜栄養研究センター所長表敬
合同評価委員の打合せ
関係者全体に評価手順・方法の説明
プロジェクトマネージャーによる進捗状況説明
メインサイト視察
専門家との協議

コンケン

４ ３月13日 水 C／Pの分野別進捗状況報告及び協議
相手側評価委員との協議

コンケン

５ ３月14日 木 C／Pとの分野別協議
畜産・採種農家視察
チュンユンステーション視察

コンケン

６ ３月15日 金 移動（コンケン－パクチョン）
パクチョン家畜栄養研究センター所長表敬、サイト視察
専門家を交えたC／Pとの分野別協議
相手側評価委員との協議

パクチョ
ン

７ ３月16日 土 移動（パクチョン－バンコク） バンコク
８ ３月17日 日 中間評価報告書案作成（日本側評価委員協議）

専門家との協議
バンコク

９ ３月18日 月 中間評価報告書作成
畜産振興局・家畜栄養部及び関係サイト所長への
中間評価報告書説明及び運営体制等に係る協議
専門家との協議

バンコク

10 ３月19日 火 農業・協同組合省事務次官室への中間評価報告書説明及び
運営体制等に係る協議
畜産振興局長への中間評価報告書説明及び運営体制等に係る協議
JICA事務所報告
日本大使館報告
日本からのコメント対応検討

バンコク

11 ３月20日 水 合同調整委員会、中間評価報告書及びミニッツ署名・交換
JICA事務所挨拶
バンコク発（23：40）－

12 ３月21日 木 －成田（７：30）
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１－４　主要面談者

（１） タイ側関係者

１）　Ministry of Agriculture and Cooperatives

Dr. Uthai Pinsone Assistant Permanent Secretary,

Ministry of Agriculture and Cooperatives

Mr. Boonnorm Oonkasem Senior Policy and Plan,

Ministry of Agriculture and Cooperatives

２）　Department of Livestock Development

Dr. Rapeepong Vongdee Director General of Department of

Livestock Development

Mr. Tawatchai Indratula Senior Specialist of Animal Husbandry

Mr. Chirawat Khemsawat Director of Animal Nutrition Division

Mr. Thumrongsakd Phonbumrung Researcher, Animal Nutrition Division

Mr. Weerasak Chinosang Researcher, Animal Nutrition Division

Ms. Jantakarn Arananant Scientist, Animal Nutrition Division

Mrs. Chiangsang Phaikeaw Researcher, Animal Nutrition Division

３）　Khon Kaen Animal Nutrition Research Center

Mr. Somchit Intharamanee Director of Khon Kaen Animal Nutrition

Research Center

Mrs. Chureerat Satjipanon Researcher, Khon Kaen Animal Nutrition

Research Center

Mr. Sumran Wijitphan Researcher, Khon Kaen Animal Nutrition

Research Center

Mr. Witthaya Sumamal Researcher, Khon Kaen Animal Nutrition

Research Center

Mrs. Pimpaporn Pholsen Scientist, Khon Kaen Animal Nutrition

Research Center

４）　Pak Chong Animal Nutrition Research Center

Mr. Supachai Udchachon Director of Pak Chong Animal Nutrition

Research Center

Ms. Sasiporn Thinnakorn Researcher, Pak Chong Animal Nutrition

Research Center

Ms. Ganda Nakamanee Researcher, Pak Chong Animal Nutrition

Research Center
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５）　Chiang Yeun Animal Nutrition Station

Mr. Jaroonroch Chantarasiri Director of Chiang Yeun Animal Nutrition

Station

６）　Office of the Prime Minister, Department of Technical and Economic Cooperation

Mr. Banchong Amornchewin Chief of Japan Sub-Division, DTEC

Mr. Wattanawit Gajaseni Program Officer, Japan Sub-Division, DTEC

（２） 日本側関係者

１）　在タイ日本大使館

八百屋市男 一等書記官

２）　国際協力事業団タイ事務所

森本　　勝 事務所長

高島　宏明 次長

沖浦　文彦 担当職員

３）　東北タイ牧草種子生産開発計画専門家

倉持　正実 チーフアドバイザー

中嶋　紘一 牧草品質評価・選抜

戸澤　芳郎 牧草種子生産及び品質検査・管理

清水　芳洋 業務調整

４）　個別派遣専門家

川崎陽一郎 農業開発計画

１－５　評価方法

（１） 合同評価委員会の構成

　評価作業は、本調査団員からなる日本側メンバーと下記のタイ側メンバーで構成された合同

評価委員会により実施された。

Name Occupation
Mr. Tawatchai INDRATULA
(Team Leader)

Livestock Production Expert, Department of
Livestock Development

Dr. Anake TOPARK NGARM
(Selection of Pasture Varieties)

Professor, Faculty of Agriculture, Khon Kaen
University

Dr. Worapong SURIYAJANTRATONG
(Forage Production and Utilization)

Professor, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani
University

Ms. Jiraporn UNKASEM
(Planning Evaluation)

Program Officer, Planning Division, Department of
Technical Economic Cooperation
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（２） 評価項目

　評価は、①妥当性、②有効性、③効率性、④効果、⑤自立発展性の評価５項目の観点から実

施された。

１）　妥当性（Relevance）

　評価時においてもプロジェクトの目標が有効であるかどうかを検討する（プロジェクト開

始時に作成されたR／D及び暫定実施計画（TSI）に基づき、これまでの到達状況を考慮し、

目標や計画設定の妥当性などを評価する）。

２）　有効性（Effectiveness）

　プロジェクトの「成果」の達成の度合い及び、それが「プロジェクト目標」の達成にどの程度

結びついたかを検討する。

　主に実施協議の際に作成されたR／Dのマスタープラン及び運営指導（計画打合せ）調査の

際に整理された詳細活動計画書（PO）に定められた協力課題に沿って、実施状況を調査し、

達成度を評価する。

３）　効率性（Efficiency）

　プロジェクトの「投入」から生み出される「成果」の程度を把握し、手段・期間・費用の適切

度を検討する。

４）　効果（Impact）

　プロジェクトが実施されたことにより生じる直接的、間接的なプラス・マイナスの効果

（目的に対してどのような効果を生じているか、あるいは今後どのような効果が期待できる

か）を、計画当初に予想されていない効果も含み、検討する。また、相手国側のカウンター

パート（以下、C／Pと記す）や政府関係機関の計画・活動等にどのような影響を与えたのか

も本プロジェクトの効果であるので、この点についても考察する。

５）　自立発展性（Sustainability）

　協力が終了した後、援助プロジェクトによってもたらされた成果や開発効果が持続的に拡

大再生産されるかどうかを把握し、あわせて実施機関の自立度を運営管理面、財務面、技術

面、その他の諸側面から検討する。
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第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約

　本運営指導調査団は2002年３月10日～同21日までの日程でタイを訪問し、タイ側と合同で「タイ

王国東北タイ牧草種子生産開発計画」に係る中間評価を実施した。その結果は中間評価報告書に取

りまとめ、ミニッツと併せて署名を取り交わした（付属資料１及び２参照）。

　本調査団の評価調査の要約は、以下のとおりである。

（１） 結　論

　タイ側評価チームと合同評価委員会を構成して中間評価にあたった結果、本件プロジェクト

の投入と技術移転がおおむね順調に進捗していることを確認した。今後は基本的に現在のプロ

ジェクトフレームワークを維持しつつ、①プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）及

び活動計画（PO）の改訂、②牧草育種事業将来計画の策定、③家畜栄養研究センターを拠点と

する牧草種子生産・流通システム改善の長・中・短期計画策定など、本中間評価の提言を踏ま

えて、残るプロジェクト活動の推進に努めることが妥当であると判断した。

（２） 本プロジェクトの意義

　我が国はタイの畜産振興のため、家畜衛生から家畜育種、飼養管理に至る一連の技術協力を

実施してきたが、この協力のいわば仕上げ段階として、飼料の改善（優良牧草の導入）に取り組

むに至った。これにより一連の協力の集大成が期待し得る点に、本件協力の意義が認められ

る。しかし、本プロジェクトの効果発現は、優良牧草種子の生産、流通、畜産農家による牧草

の生産と家畜の飼養、それによる生産性の向上や生産コストの低減、といった長い過程を経て

はじめて確認できる。このため、プロジェクトの推移を、長期的な視点で見守る必要がある。

（３） プロジェクトフレームワークの妥当性

　かつてのタイは、家畜の飼料に自然草地、畦畔、道路脇の草地、稲わら等を利用してきた

が、1990年代に入ってタイ農業・協同組合省は、家畜の生産性向上のため、クォータ制度を

通じて、畜産農家の牧草利用拡大を図ってきた。同制度は、種子生産農家に牧草種子を委託生

産させ、生産された種子を政府が買い上げて畜産振興プロジェクトを中心に利用する仕組みで

ある。ただし、牧草種子の品質保証制度がないうえ、牧草種子生産農家は原種を購入しなくて

も自家採取で生産できるので、クオータ制度下ですら品質の明らかでない種子が出回ってい

た。このためタイ政府は、当面種子の品質保証を一定レベルにとどめつつ、将来は優良性を保

証する本来の意味の品質保証制度を導入して、優良牧草種子の一般流通を促進するとともに、

最終的にはクォータ制度の廃止をめざしている。
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　本プロジェクトは、こうした流れの一環として、牧草種子の生産、調整、品質管理、利用技

術開発のために要請された。本プロジェクトはタイの第９次国家社会経済開発計画の酪農戦略

と一致し、国家計画との整合性があるため、中間段階の現在も、実施妥当性がある。しかし前

述のとおり、優良種子生産技術開発の成果が有効活用され、畜産農家レベルで効果が発現する

までには、多くのステップを乗り越える必要がある。牧草種子の品質保証制度構築や、クォー

タ制度に代わる牧草種子のマーケティングシステムの構築など、各種制度面の整備が伴わなけ

れば、技術開発の成果は有効活用しがたい。

　こうした状況のなか、プロジェクトの中間時点で、そのフレームワークを大幅に改訂するこ

とは、無用の混乱を招きかねず、不適当と判断される。そこで本プロジェクトは、技術開発の

基本ラインを堅持しつつ上位目標達成を促進するため、技術に付随した、あるいは技術開発の

過程で得た知見を基に、各種制度面のアドバイスを可能な範囲で行いつつ、プロジェクト活動

に取り組んでいくことが妥当と判断した。

（４） 優良牧草の育種事業

　牧草種子を巡るシステムの改善は、本プロジェクトの一活動である優良牧草種子の選抜・評

価技術開発と、その延長線上にある育種事業で、自家採種より明らかに優位な牧草が開発され

てこそ、本来の機能を発揮し、保証種子の一般流通が促進されることになる。本プロジェクト

では、評価技術６草種、選抜技術５草種を対象とした技術移転が進んでおり、タイ側C／Pが

独自で選抜・育種に取り組むためのマニュアル作りも始まった。しかし、育種事業には通常10

年単位の長い年月を要するので、プロジェクト終了後もタイ側が事業を自立発展的に継続する

ことが重要である。このためプロジェクト期間中は、自立発展性の確保を考慮した活動を重点

的に行うべきである。具体的には、いつ、誰が、どこで、どのように、どんな牧草の品種を育

種するのかといった育種将来計画の策定、タイ側技術者用のマニュアル作成、加えて、農業・

協同組合省をはじめとする関連省庁、農民、大学等研究機関の育種事業に対する幅広いサポー

トを得るための啓蒙活動が重要である。

　プロジェクト終了後のあり方については、現時点では調査団の印象の域を出ないが、タイ側

が事業進捗状況報告書を送付して日本側と定期的コミュニケーションを維持するとともに、日

本側が短期専門家を毎年、シャトル的に派遣し、細く長く支援することも一案と考えられる。

　牧草種子については当面、流通している種子にしかるべき品質保証をする措置の導入をめざ

すべきである。これは牧草種子の信頼性確保という意味で、大きな意義がある。

（５） 粗飼料の生産及び利用技術の開発

　現在畜産農家は、飼料の乏しい乾期には稲わらを利用しているが、この実情からタイ側は、
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農家段階の技術普及（実際には実証、展示活動）に速やかに取り組むよう、強く希望している。

牧草種子の生産開発プロジェクトが、畜産農家をターゲットグループとして視野に入れていく

ためにも、こうした活動は重要である。しかし、稲わら利用に特段の痛庠を感じていない畜産

農家も多いことを考慮すると、まずは牧草の有効性を示し、牧草の利用を促進するために必要

な一般的啓蒙活動を強化するとともに、家畜栄養研究センター内で適正技術開発とその有効性

を示すデータを整備することが先決である。また、適正技術の開発にあたっては、畜産振興局

内の家畜飼養管理部、県畜産事務所等、関係部局との連携を図ることが必要である。

（６） PDMの指標及びPOの改訂

　前述のとおり、プロジェクトフレームワークは現状どおりとするものの、PDMの指標につ

いては、プロジェクト終了時に達成すべきターゲットとして関係者間で共通理解が形成される

よう、より客観性のある数値目標を導入し、かつ活動の実態に即したものにするなど、改訂の

必要性が認められる。POに反映させる必要性も認められる。ただし、これまでプロジェクト

内でPDMの議論が十分されていないこと、タイ側のオーナーシップ意識を醸成する必要があ

ることから、本調査ではトップダウン的に指標を設定するのを控え、まずはプロジェクト内で

十分に論議を尽くすことを提言した。具体的には本調査の各種提言を踏まえて速やかに議論を

開始し、2002年の合同調整委員会（６、７月ごろの予定）で合意を形成することとしたい。

（７） タイ側のプロジェクトオーナーシップ意識醸成

　本調査中に各種協議を通じて、タイ側のプロジェクトオーナーシップ意識の醸成に努めた

が、タイの国民性もあり、いまだ十分とは言い難い。したがって、今後とも、JICA事務所を

通じて醸成に努めるとともに、日本人専門家は、プロジェクト終了後のタイ側の自立発展的な

事業継続の確保を主眼に、指導、助言することが重要である。
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第３章　評価結果第３章　評価結果第３章　評価結果第３章　評価結果第３章　評価結果

３－１　妥当性

　タイ政府は、第９次国家社会経済開発計画のなかで、良質粗飼料生産の拡大を計画している。

これは、増加する家畜頭数に応じて必要となる飼料を確保するとともに、濃厚飼料の給餌率を下

げ、生産コストを削減するために必要な施策と考えられている。良質飼料を確保するために、タ

イ政府は、牧草種子の原種子生産とその配布に係るシステムの改善及び、粗飼料生産とその利用

方法に係る研究をこれまで実施してきた。

　本プロジェクトは、東北タイの小規模農家をターゲットグループとし、優良牧草系統の選抜・

評価、種子生産、収穫後調整、検査、品質管理及び粗飼料生産・利用技術の改善を行っている。

これは、上記のタイ側の第９次国家社会経済開発計画の酪農振興戦略とも一致するため、当プロ

ジェクトの活動内容は、プロジェクト中間段階の現在、なお、先方国家計画との整合性があり、

当プロジェクトの実施妥当性はあるといえる。

３－２　有効性

３－２－１　牧草品種の評価選抜技術の開発

　評価技術は６草種（Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis,

Stylosanthes hamata, Centrosema pascuorum and Alysicarpus vaginalis）を対象に、選抜

技術はAlysicarpus vaginalisを除いた５草種を対象として、実際の圃場試験を通して技術移

転が行われている。プロジェクトで指導を受けなかったC／Pでも、独自に育種に取り組める

ようにするため、それぞれの草種の評価技術、育種技術に係るマニュアルは、できるだけ早急

に作成する必要がある。まだ、C／Pは自分たちで品種を育成するという意識が十分ではな

く、専門家に品種育成まで面倒をみてもらいたいという考えがあるように感じられるが、これ

らのマニュアル作成はプロジェクト終了後、タイが継続して育種を実施していくうえで重要に

なるものと考えられる。

　活動は、試験圃場における予想以上の病害の発生や、C／Pのプロジェクト以外の業務との

競合により一部当初の予定より遅れている部分もあるが、おおむね順調に進んでいると判断さ

れる。

（１） タイにおける主要な牧草品種の調査、確認

　タイの主要牧草に関する現状を把握しておくことは、本プロジェクトの評価選抜を遂行す

るにあたり、必要なことと認識される。タイの牧草導入システムや評価システムの情報は得

ているが、まだ成果として整理されていない。そのため2001年から全C／Pが分担協力して
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調査し、予定より半年程度遅れて2003年２月までに調査結果をまとめることが確認された。

（２） 牧草品種の選抜技術と原種保存技術の開発

　育種技術における選抜は評価と一体的に行われるものであり、牧草品種の評価技術の開発

及び育種技術の導入では各草種ごとに記載する。ここでは地域適応性検定と特性検定及び品

種系統の遺伝的構成の保存技術に限定する。

　これら２つの検定に関しては、日本の検定マニュアルをタイの熱帯牧草へ適用しながらマ

ニュアルを作成中である。これまでの圃場調査での経験から、日本の評価マニュアルの９段

階評価法を５段階評価法に改める。原々種、原種の保存法については、新しい系統、品種が

育成された場合を想定して、それら系統、品種の遺伝的構成をいかに維持するかという観点

から保存技術開発を実施中である。

（３） 牧草品種の評価技術の開発及び育種技術の導入

１）　Panicum maximum：パープルギニアグラス：コンケン家畜栄養研究センター（ANRC）

　生殖様式は単性生殖（アポミクシス）であるが、材料の一部に葉や草型で変異が認められ

ることから、有性生殖個体が含まれている可能性があり、有性生殖個体の探索を続けてい

る。C／P１名が日本でアポミクシス及び有性生殖の判定技術の研修を受け、短期専門家

も多数のタイ研究員に講習会及び技術研修を行った。

　本草種のプロジェクト内での最終目標を有性生殖系統の選抜とし、その後の新品種育成

はC／Pが作成されたマニュアルを参考に実施することとした。

２）　Brachiaria ruziziensis：パクチョンANRC

　多くの形質において幅広い変異が認められ、他殖性であることを確認し、現在隔離条件

下で多交配を実施している。多交配により得られたものは新たな合成系統として、原集団

と生産力検定で比較する予定である。本草種は比較的順調に選抜等が進められ、近い将来

品種育成の可能性が高い草種である。

３）　Stylosanthes guianensis：CIAT 184：コンケンANRC

　４地域で採種されたものを供試し、生態的・形態的形質の調査を行い、多くの形質で変

異を認めた。自然条件下では蜂による交雑がかなり高い頻度で行われているものと推察さ

れ、当初自殖性牧草と考えられていたが、他殖性牧草として扱い、ヘテロな集団による品

種育成が適当と判断された。評価、選抜は順調で、病害抵抗性の個体選抜による耐病性品

種の育成の可能性は高い。

４）　Stylosanthes hamata：cv. Verano：チュンユン家畜栄養ステーション（ANS）

　各形質について評価し、技術移転を図っている。変異の幅は小さいため、大幅な改善は



－11－

期待できないが、優良系統を選抜し、１個体から64個体までの種子を混合して系統を作成

し、生産力検定を実施中である。シロアリが試験圃場を食害し、試験が遅れる見通しだ

が、現有圃場はシロアリの常習地帯のため試験の続行は不可能と考えられる。試験圃場の

変更が必要である。

５）　Centrosema pascuorum：Cavalcade：パクチョンANRC

　遺伝資源として現有品種のカワケを使用しているが、変異の幅は小さく、降雨の多少に

かかわらずウイルス病が蔓延し、試験続行が不可能な状態である。そのためカワケの利用

は断念し、他の交配可能な種属を含めた遺伝資源の導入を進め、耐病性の個体、系統の選

抜を提案した。病害については短期専門家によりウイルス病ウイルスはピーナッツストラ

イプモザイクウイルスと同定された。現時点では品種育成までにはかなりの時間を要する

ものと考えられる。

６）　Alysicarpus vaginalis：（アリスクローバ）：パクチョンANRC

　タイ各地のセンターやステーションを通じて35系統を収集し、日本の評価マニュアルを

準用して１次特性を評価し、技術移転を行った。この草種については特性を明らかにして

調査は終わりとする。採草用では利用されていないため、育種操作は行わない。

３－２－２　原種・流通牧草種子の生産・収穫調整技術の開発

　現在、タイ独自の品種は確立されておらず、海外品種の原種等を導入して採種している状況

でもない。よって、厳密な意味での原種種子階級、流通種子階級は存在しないが、専門家の指

導やC／Pの研修等により種子階級の重要性、生産、収穫及び調整技術改善の意義に対する理

解は深まってきている。現在の在来系統増殖を確実に行いつつ、将来的に選抜系統や独自品種

を増殖する際、円滑な生産体制が確保できるよう、さらに増殖体制の整備及び技術水準の向上

に取り組む必要がある。

（１） 牧草種子生産栽培技術の開発

１）　現況調査

　牧草種子飼料生産農家における以下のデータ集取と解析が実施された。

　牧草種子生産に係る試験データ収集、過去10年間のプロジェクトサイトにおける土壌分

析、気象データ収集、種子生産費及び販売価格等、４戸の農家において種子生産、収穫及

び調整技術の実態調査が実施され、２戸の農家において年間を通した作業記録が収集整理

された。

２）　原種生産

　原種生産のためには遺伝的純度を維持し、病害や他作物種子の混入などを防ぐことが極
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めて重要であり、そのことは短期専門家の指導などを通してC／Pに理解されたと思われ

るが、センターやステーションにおける原種生産圃場の管理を通じて、異型や罹病個体の

管理を引き続き訓練することが必要である。また、コンケンセンターの採種圃場において

は、試験的な圃場検定実施などによる在来系統の増殖試験も行われている。

　コンケンセンターにおいて2000～2001年に行われた雑草防除法の効果に関する試験

（Stylosanthes guianasis CIAT 184）は、管理コストの評価が実施された後に再検討する

必要があると思われる。

３）　低収量種子の種子生産実証試験

　パクチョンセンターにおいて、Brachiaria brizantha CIAT 6780（乾物収量及び耐旱性

に優れる）を用いた窒素施用量と刈り取り時期に関する試験が2000～2001年に実施され

た。圃場条件の違いなどにより１年目と２年目の結果に差異がみられたため、安定した結

果を得るために試験の継続が必要と思われる。

（２） 牧草種子の収穫と種子精選技術の開発

１）　現況調査

　短期専門家の協力を得て現況調査を実施したところ、農家段階においては従来の収穫方

法や精選方法ではかなりの労力を要しているため、改善が必要であることが明らかになっ

た。また、センター及びステーションの精選過程の現況調査では、精選機器などが原種生

産に不適であることが明らかになった。

２）　牧草種子の収穫と種子精選技術の改善

　牧草種子の収穫及び精選は、種子純度改善及び精選過程の種子汚染管理による高品質種

子生産のために重要な技術であり、特に、暖地型牧草の収穫は長期にわたる種子稔実に適

切に対応することが必要となっている。収穫におけるある程度の技術はルーチンワークを

通してかなり改善されているが、さらにその技術を他のセンター及びステーションに広め

ることが重要である。

　農家段階で有用な技術として以下のようなものが開発されている。

「トウミ」

　農家段階の種子精選用に風選機である「トウミ」が導入された。この機械は操作が簡便

で、Brachiaria ruziziensisにおける従来の精選方法に比べて40％の作業時間で済むこ

とから、種子生産農家に受け入れられており、現在、12台が農家段階で利用されてい

る。この機械については、農家段階の精選技術改善のために機械製造コストの削減及び

製造方法の簡素化が必要と思われる。
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「タイガー」

　種子収穫技術を改善するために収穫器具「タイガー」が開発された。この器具は安全か

つ能率的ということで農家に受け入れられているが、未熟種子も収穫してしまうことか

ら器具の使用については再検討が必要である。

　チュンユンステーションにおいては、短期専門家の協力を得て、初年目に高品質な原

種子生産に対応できる種子精選ラインの設計を行い、２年目以降に機器の導入を実施し

た。精選ラインの操業技術は通常の原種子精選工程を通してかなり改善されているとこ

ろである、種子収穫の場合と同様に、その技術が他の関係センター及びステーションに

広がっていくことが重要である。

（３） 牧草種子貯蔵技術の開発

１）　現況調査

　現況調査の結果、農家段階における種子の貯蔵は期間が短いことから、特に問題は認め

られなかった。

２）　牧草種子貯蔵技術の改善

　コンケンセンターにおける旧種子貯蔵室は長期の種子貯蔵には不適であることから、新

しい貯蔵室が導入された。今後、センター及びステーションにおいて新規に貯蔵施設が必

要となる際には、コンケンセンターで行われている暖地型牧草の貯蔵条件試験の結果に基

づいたランニングコストの検討を十分に行う必要がある。

３－２－３　牧草種子の検査及び品質管理技術の開発

　専門家の指導やC／Pの研修等により、牧草種子の検査及び品質管理に関する理解は十分深

まってきており、各種検定基準、検査マニュアルも整備されつつある。しかし、品種が確立し

なければ検査自体が十分機能しない点は注意しなければならない。また、検査技術の普及も含

めて、各センター及びステーションで行われる種子増殖、さらには種子生産農家で行われる種

子増殖に対応できるだけの検査体制を整備することが急務と思われる。

（１） 種子品質検査技術の開発

１）　現況調査

　種子検査技術及び検査機器の現況調査が短期専門家の協力により行われた。その結果、

国際基準に適合した牧草種子検査を行うため検査機器の導入及び更新（16機器）が実施され

た。
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２）　種子品質検査技術の改善

　国際種子検査協会（ISTA）の規則に基づいた牧草種子検査を行うため、種子検査規定の

タイ語訳がC／Pによって行われており、約60％が完成している。短期専門家の指導及び

日本研修により、C／Pは種子検査及び種子品質管理についての技術を十分マスターした

ものと思われるが、ISTAの規則を遵守しながら検査精度及びスピードを向上するために

は、種子検査部門に携わる各研究者及び技術者が純度検査や発芽試験などを継続的にト

レーニングする必要がある。種子検査業務を行っている職員に検査技術を広めるため、

2002年以降、検査マニュアルの発行と各センター及びステーションの職員を対象とした研

修が計画されている。

　検査技術を向上させ検査水準を確実に維持するためには、継続的に種子証明に関する有

用な知識と情報を得ることが必要であり、そのためには、経費について考慮しながら、コ

ンケンセンターのISTA会員検査所への参加について検討することが重要と思われる。

（２） 種子品質管理技術の開発・改善

　種子品質管理技術の開発は、タイ国内における種子生産が国際的ルール「国際流通に供せ

られる種子の品質保証に関するOECD制度」に準じて円滑に運営されるよう、技術及び制度

面における整備を図ろうとするものである。OECD制度の概要及び運用については1999及

び2001年における短期専門家の指導及び日本研修で理解できたものと思われる。さらにそれ

を受けて、2001年タイC／Pは、OECD制度で求められている３検定のうちの２検定、圃場

検定のための「牧草種子生産圃場基準」及び種子検査のための「種子品質基準」を種子階級ごと

に策定した。

　圃場検定の実施は2002年に予定されているが、まずは、原種生産圃場におけるOECD制

度に基づいた圃場検定を実施するための、圃場検査員のトレーニング及び圃場検査マニュア

ルの作成が重要である。

　さらに、事後検定基準の策定が残された重要課題となっている。事後検定基準は新品種が

育成されない限り完結できないことから、プロジェクト期間内における基準の策定は難しい

が、プロジェクト期間内に検定システムをある程度構築しておくために、活動項目「牧草品

種の評価選抜技術の開発」における評価選抜チームの協力によって、試験的な品種特性表の

作成及び事後検定の模擬的なトレーニングは実施しておくべきである。加えて、事後検定の

ための土壌条件等が均質な圃場を準備しておくことも重要である。

３－２－４　粗飼料生産、調整及び利用技術の開発

　本プロジェクトは牧草種子の生産開発プロジェクトであるが、種子の最終利用者が畜産農家
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（ターゲットグループ）であることから、畜産農家を視野に入れた粗飼料生産、調整及び利用技

術の開発活動に取り組むことは大いに意義があると思われる。しかしながら、本活動は幅広い

活動範囲を含むため、東北タイの畜産農家が抱えている重要課題に対する対策技術に的を絞っ

て実施するべきである。また、厳密な意味での牧草品種がない現状では、畜産農家の牧草につ

いての情報には限界があると思われることから、まずは、家畜栄養研究センター内で牧草の有

効性を示すデータの整備を実施し、その結果を基に農家に牧草の有効性を示して、牧草の利用

を促進するために必要な啓蒙活動の強化を行うことが先決と思われる。

（１） 草地管理技術の開発と普及

１）　現況調査

　３戸の農家に対して現況調査が実施された。調査項目は多岐にわたっているが、調査戸

数が少ない。今後は調査項目を絞って調査戸数を確保する必要がある。

２）　選抜草種のための草地管理技術の改善

　Centrosema pascuorumの病害に対する木酢液の散布効果について2001年に予備試験

が実施されたが、散布間隔を変えた試験で明確な差は認められなかった。種子生産におけ

る効果も期待されているが、その効果も含めて再考しなければならないと思われる。

（２） 牧草収穫調整技術の開発

１）　現況調査

　上記１）の現況調査と同様の問題点があるため対応が必要である。

２）　牧草の収穫、サイレージ及び乾草生産技術の改善

　高品質のマメ科牧草の乾草生産については、ビニールハウスを利用した追い乾燥施設で

あるソーラーハウスを用いる試験により、一定の成果が得られているが、施設の低コスト

化及び換気性能の改善などの問題点も明らかになっていることから、現在、簡単に入手で

きる竹を骨組みとした改良が実施されている。

　サイレージ調整に関しては、短期専門家の指導により、飼料品質における刈り取り回数

の効果、地域未利用資源であるキャッサバを用いた水分調整、各種飼料添加物の効果が試

験され、比較的良質な醗酵飼料が生産されているが、農家レベルへの技術移転を考慮した

場合、密封資材、梱包方法及び利用方法などについてさらなる工夫が必要と思われる。

（３） 粗飼料生産調整利用技術の普及と展示

　有用技術のモデル農家への技術移転については、ソーラーハウスやサイレージ調整といっ

た技術が、農家に使いやすい技術でなければならない。開発技術の実証展示を行い、高品質
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粗飼料生産を促進するために、粗飼料生産農家や酪農家におけるモデル農家を設定すること

は重要であり、具体的な計画や実施箇所が検討されている。その技術は家畜栄養研究セン

ター内において十分効果が確認されたものであるとともに、その有効性が対象農家に十分理

解されている必要があることはいうまでもない。

３－３　効率性

３－３－１　両国側の投入

　日本及びタイ側双方の投入については、付属資料２．中間評価報告書のAppendix１～５を

参照。

３－３－２　投入の適正度

（１） 専門家派遣

　優良系統の選抜・評価、種子生産、収穫後調整、検査、品質管理及び利用技術に関する技

術改善に貢献するため、短期専門家10名と長期専門家６名が派遣された。派遣のタイミング

はおおむね適当で、目標達成に必要な分野の専門家が派遣されていると考えられる。

（２） 機材供与

　種子調整を効率的に実施する基本的な機能を維持するために、一連の種子精選機器が導入

された。また、必要最低限の原種子生産に係る圃場管理用の機械、種子保存施設及び種子検

査機器も導入された。これらは、活動成果の達成に貢献しているように見受けられる。

　機器の維持管理は定期的に実施されており、稼働状況も良い。しかしながら、機器のスペ

アパーツのストックや機材の更新のための予算措置がまだ十分ではない。

（３） 日本のC／P研修受入れ

　現在のところ、C／P全35名のうち、６名が日本研修を受けた。これらの研修は、技術課

題の改善に直接役立っただけでなく、独立行政法人家畜改良センター等関連機関の視察を通

して、種子生産及び飼料確保に必要な体制について、将来の具体的なイメージを掴むことが

できた。また、日本で多数の技術者と意見交換する機会を与えることができ、彼らの業務に

対するインセンティブを向上させた。

（４） タイ側投入

　プロジェクト活動は、３つのサイトで実施されており、それぞれのサイトにC／Pが配置

されている。数名のC／Pは留学等で不在になるものの、ほとんどのC／Pは、継続的に関連
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した職務を続ける見込みである。このため、タイ関連機関にJICA専門家の移転した技術は

根付くと見込まれる。

３－４　インパクト

　プロジェクト実施期間の中間にあたる現在では、インパクトを測るのが難しい。しかし、評価

の結果、以下のことはいえる。

　現在、種子生産農家で利用されている種子は、農家の圃場で自家採種されたものがほとんどだ

が、タイ政府は、流通種子の品質改善を図るため、家畜栄養研究センターで生産された原種子を

種子生産に利用するよう農家に指導している。

　タイ政府は、質の高い原種生産、精度の高い種子検査制度、将来的な新品種の創出といった技

術の改善を通して、農家の利用する種子品質を向上させ、クオータ制度を改革しようとしている

が、この制度改革の促進に、プロジェクトの与えた影響は大きいと考えられる。

３－５　自立発展性

３－５－１　財政的側面

　プロジェクト運営に係る先方の人件費、一部機材の維持管理費はタイ側で適正に措置されて

いる。しかしながら、機材の更新やスペアパーツの購入についての予算措置はまだ十分ではな

い。それゆえ、タイ側は将来的なプロジェクト運営管理に備え、適切な予算を措置するよう一

層の努力をする必要がある。

３－５－２　技術的側面

　家畜栄養研究センターの職員の技術レベルは、プロジェクト開始当初計画された基準にま

で、引き上げられつつある。この技術レベルを維持し、良質牧草種子生産及び粗飼料生産・利

用技術のさらなる改善が望まれる。

３－５－３　組織的側面

　プロジェクトの自立発展性を確保するために、プロジェクトのオーナーシップがタイ側によ

り明確に認識される必要がある。計画終了時に何が具体的に達成され、プロジェクトの成果を

どう利用し、なぜ現在実施している活動が必要なのかを、プロジェクト関係者（専門家、

C／P、合同調整委員会等の関係者）が十分に話し合い、認識を共有すべきである。

　流通種子の品質を改善するために、タイ政府は、牧草種子生産のシステム改革に着手してい

る。プロジェクトを通して改善された様々な技術は、この改善された良質牧草種子生産システ

ムのなかで利活用されることが期待される。プロジェクトの技術成果が十分に維持されるよう
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に、このシステムのなかで、開発された技術がどのように活用されるのか、十分検討すべきで

ある。

　牧草品種の評価・選抜活動の重要性は、タイ政府における主要関係者により明確に認識され

るべきである。そして、プロジェクト終了後も同活動を継続的に進めるために必要な体制を構

築する必要がある。

　粗飼料生産利用分野については、技術の改善に係る活動を進めるよりも、粗飼料の必要性を

広く理解させるための啓蒙活動に力点を置くべきである。そしてまた、同分野の活動は、畜産

振興局内の関連部及び県畜産事務所等関係機関との緊密な連携を取りながら進めるべきであ

る。さもなければ、組織的な自立発展性は担保しがたい。
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第４章　提　言第４章　提　言第４章　提　言第４章　提　言第４章　提　言

　合同評価委員会は、本プロジェクトをより効果的、効率的に実施するために、次の措置が必要

であると提言した。

（１） 専門家チームとタイ側C／Pが十分に議論し、PDMの指標及びPOが現状に即して修正され、

プロジェクト目標達成に向けて、プロジェクト関係者それぞれが何を実施するべきか、認識を

共有する必要がある。

（２） タイ政府は、本プロジェクト期間中及び終了後も成果を維持・発展させるために必要な予

算の措置及び人材の配置を適正に実施する必要がある。

（３） 供与機材が継続的に利活用され、適正に維持される必要がある。また、これらの使用はプ

ロジェクト実施のために優先的に利用されるべきである。

（４） プロジェクト実施中に、牧草品種の育種事業に係る将来計画を策定する必要がある。どこ

で育種を実施し、誰が責任者となり、どのように育種事業を展開し、いつ品種の創出を見込む

のか等、専門家からのアドバイスを基に、明確な将来計画を策定する必要がある。

（５） 事業の自立発展性を確保するために、政策立案者、予算決定者、関連省庁の意思決定者等

主要関係者に対して、本プロジェクト活動の重要性をより啓蒙する必要がある。特に、牧草新

品種の創出と粗飼料利用者の拡大については、成果が出るまでに時間がかかるため、これら関

係者に十分な理解を得ておく必要がある。

（６） タイ政府は、酪農家へのサービス提供を最終的なねらいとして、家畜栄養研究センターを

拠点とする牧草種子生産・流通システムの改善を図る必要がある。これを実現するために、同

システム改善に係る長・中・短期的な計画を具体的に策定する必要がある。

（７） 本プロジェクトでは、牧草種子の品質管理システムの改善に取り組んでいるが、ここで改

善されたシステムは、プロジェクト終了後も引き続き維持・発展される必要がある。コンケン

家畜栄養研究センターは、改善された技術を他の関連機関に移転し、全国レベルでの牧草種子

の品質管理システム構築に貢献する必要がある。
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（８） 討議議事録（R／D）に記載されているとおり、本プロジェクトはタイ政府によって主体的に

実施されるべきものである。プロジェクトを成功させるために、タイ側がオーナーシップを十

分に発揮し、プロジェクト運営にあたる必要がある。
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